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県
訓
令
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第
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号

庁

中

一

般

青
森
県
男
女
共
同
参
画
推
進
連
絡
会
議
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
十
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
男
女
共
同
参
画
推
進
連
絡
会
議
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

青
森
県
男
女
共
同
参
画
推
進
連
絡
会
議
規
程

(

昭
和
五
十
五
年
六
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
四
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
二
十
三
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
二
十
四
号

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則

(

昭
和
四
十
三
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
一
号)

第
五
十
一
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
を
公
開
す
る
の
で
、
行
政
手
続
法
及
び
青
森
県
行
政

手
続
条
例
に
基
づ
き
知
事
が
行
う
聴
聞
の
手
続
に
関
す
る
規
則

(

平
成
六
年
九
月
青
森
県
規
則
第
五

十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報平成15年10月１日 水曜日 第2233号1

家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

一

下
北
郡
東
通
村

平
成
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平
成
十
五
年
十
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

当
事
者
並
び
に
聴
聞
の
期
日
及
び
場
所

二

予
定
さ
れ
る
不
利
益
処
分
の
内
容
及
び
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
船
舶
に
対
す
る
同

規
則
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
て
い
泊
命
令

三

聴
聞
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
組
織
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

青
森
県
農
林
水
産
部
水
産
振
興
課

(

担
当

漁
業
管
理
グ
ル
ー
プ

電
話
〇
一
七－

七
三
四－
九
五
九
三)

２

所
在
地

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青
森
県
告
示
第
六
百
二
十
五
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

黒
石
市
が
行
っ
た
次
の
地
域
に
係
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
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当

事

者

聴
聞
の
期
日
及
び
場
所

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

住

所

期

日

場

所

�

田

�

昭

東
津
軽
郡
蟹
田
町

大
字
石
浜
字
塩
越

一
四
四
番
地

平
成
十
五
年

十
月
十
七
日

午
後
二
時

青
森
市
長
島
一

丁
目
一
番
一
号

青
森
県
庁
西
棟

六
階
農
林
水
産

部
会
議
室

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
今
別
字
西
田
二
一
七
番
地
二
小

鹿

豊

明

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
今
別
字
西
田
二
一
六
番
地
二
阿

部

信

一

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
今
別
字
中
沢
二
七
五
番
地
一
四
九

野

上

洋

一

今
別
町
西
部

市

町

村

名

大

字

名

小

字

名

黒

石

市

浦
町
二
丁
目
の
一
部

中
町
の
一
部

浜
町
の
一
部

緑
町
二
丁
目
の
一
部

緑
町
三
丁
目

ぐ
み
の
木
一
丁
目
の
一
部

ぐ
み
の
木
二
丁
目
の
一
部

ぐ
み
の
木
三
丁
目
の
一
部

道
北
町

寿
町
若
葉
町

旭
町
野
添
町
の
一
部

株
梗
木

李
木
下



( )

鹿
ノ
子
堰
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

た
め
池
等
整
備
事
業

(

用
排
水
施
設
整
備)

)

計
画
を
変

更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、

次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
五
年
十
月
二
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

金
木
町
役
場

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

三
川
目
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

た
め
池
等
整
備
事
業

(

用
排
水
施
設
整
備)

)

計
画
を
変
更

し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、

次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
五
年
十
月
二
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

新
郷
村
役
場

換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
左
内
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
五
年
十
月
二
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

常
盤
村
役
場

人

事

委

員

会

平
成
15年

度
身
体
障
害
者
を
対
象
と
し
た
青
森
県
職
員
採
用
選
考
試
験
公
告

平
成
15年
度
身
体
障
害
者
を
対
象
と
し
た
青
森
県
職
員
採
用
選
考
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る

の
で
､
公
告
す
る
｡

平
成
15年
10月
１
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

増
田

孝
介

１
試
験
職
種
､
採
用
予
定
人
員
及
び
職
務
の
内
容

２
受
験
資
格

�
次
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
者

①
昭
和
49年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
61年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者

②
自
力
に
よ
り
通
勤
が
で
き
､
か
つ
介
護
者
な
し
に
職
務
の
遂
行
が
可
能
な
者
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試
験
職
種
採
用
予
定
人
員

職
務

の
内

容

一
般
事
務

２
人
程
度

知
事
部
局
の
本
庁
又
は
出
先
機
関
に
お
い
て
一
般
事
務
に

従
事
す
る
｡



( )
③
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

④
活
字
印
刷
文
に
よ
る
出
題
に
対
応
で
き
る
者

�
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
受
験
で
き
な
い
｡

①
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者

②
地
方
公
務
員
法
第
16条
に
規
定
す
る
欠
格
条
項
の
う
ち
以
下
に
該
当
す
る
者

・
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
(準
禁
治
産
者
を
含
む
｡
)

・
禁
錮 こ
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
､
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ

と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者

・
青
森
県
の
職
員
と
し
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
､
当
該
処
分
の
日
か
ら
２
年
を
経
過

し
な
い
者

・
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
､
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府

を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の
団
体
を
結
成
し
､
又
は
こ
れ
に
加

入
し
た
者

３
試
験
の
日
時
､
場
所
及
び
合
格
発
表

４
試
験
の
方
法
及
び
内
容

５
受
験
の
手
続
及
び
受
付
期
間

�
受
験
の
手
続
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場
所

合
格

発
表

試
験

試
験

日

(開
始
時
刻
)

試
験
会
場

発
表
日

発
表

方
法

第
１
次

試
験

11月
９
日
(日
)

(午
前
９
時
30分
)

青
森
県
総
合
社
会

教
育
セ
ン
タ
ー

11月
14日

(予
定
)

第
２
次

試
験

11月
下
旬

(予
定
)

青
森
県
庁
舎
北
棟
12月
上
旬

(予
定
)

受
験
者
全
員
に
合
否
を

書
面
で
通
知
す
る
ほ
か
､

合
格
者
の
受
験
番
号
を
青

森
県
庁
及
び
県
内
各
県
税

事
務
所
等
の
掲
示
板
に
掲

示
す
る
｡

ま
た
､
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

上
で
も
合
格
者
の
受
験
番

号
を
掲
示
す
る
｡
(http:

//w
w
w
.pref.aom

ori.jp/

saiyou/)

試
験
方

法
内

容

第
１
次

試
験
教
養
試
験

公
務
員
と
し
て
必
要
な
一
般
的
知
識
及
び
知
能
に
つ
い
て
､
高
等

学
校
卒
業
程
度
の
五
枝
択
一
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
行
う
｡

(40題
､
２
時
間
)

第
２
次

試
験

作
文
試
験

文
章
に
よ
る
表
現
力
､
課
題
に
対
す
る
理
解
力
そ
の
他
の
能
力
に

つ
い
て
記
述
試
験
を
行
う
｡

面
接
試
験

主
と
し
て
人
物
に
つ
い
て
､
個
別
面
接
に
よ
り
試
験
を
行
う
｡

適
性
検
査

職
務
の
遂
行
に
必
要
な
適
性
に
つ
い
て
､
性
格
検
査
法
に
よ
る
検

査
を
行
う
｡

身
体
検
査

身
体
検
査
書
に
基
づ
き
､
職
務
の
遂
行
に
必
要
な
健
康
度
に
つ
い

て
検
査
を
行
う
｡

直
接
請
求
す
る

場
合

青
森
県
人
事
委
員
会
事
務
局
､
県
庁
正
面
受
付
､
県

内
各
県
税
事
務
所
､
各
地
方
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
､

西
地
方
農
林
水
産
事
務
所
､
青
森
県
東
京
事
務
所
､
青

森
県
企
業
誘
致
東
京
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
本
県
の
各
県

外
情
報
セ
ン
タ
ー
で
配
布
す
る
｡

受
験
申
込
用
紙

の
請

求

郵
送
で
請
求
す

る
場

合

封
筒
の
表
に
｢採
用
選
考
試
験
案
内
請
求
｣
と
朱
書

し
､
120円

切
手
を
貼
っ
た
あ
て
先
明
記
の
返
信
用
封

筒
(角
２
号
)
を
同
封
の
う
え
､
当
人
事
委
員
会
事
務

局
に
請
求
す
る
こ
と
｡

直
接
持
参
す
る

場
合

受
験
申
込
書
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
､
必
ず
顔
写

真
を
貼
り
､
受
験
票
に
は
住
所
・
氏
名
を
明
記
の
う
え

50円
切
手
を
貼
っ
て
当
人
事
委
員
会
事
務
局
に
提
出
す

る
こ
と
｡



( )

�
受
付
期
間

10月
１
日
(水
)
か
ら
10月
24日

(金
)
ま
で

(た
だ
し
､
土
曜
日
､
日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休
日
は
受
け

付
け
な
い
｡
)

受
付
時
間
は
､
午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
５
時
ま
で
と
す
る
｡

郵
送
に
よ
る
場
合
は
､
10月
24日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
｡

６
採
用
予
定
日

平
成
16年
４
月
１
日

７
試
験
結
果
の
開
示

こ
の
採
用
試
験
の
結
果
は
､
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
(平
成
10年
青
森
県
条
例
第
57号
)

第
18条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
､
口
頭
で
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

開
示
を
希
望
す
る
場
合
､
受
験
者
本
人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
(た
だ
し
､
法
定
代
理
人
に
よ

る
請
求
は
､
受
験
者
が
請
求
時
に
未
成
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
｡
)
が
､
下
表
に
掲
げ
る
書
類
を

持
参
の
う
え
､
当
人
事
委
員
会
事
務
局
へ
直
接
請
求
す
る
こ
と
｡

受
付
時
間
は
午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
５
時
ま
で
と
す
る
｡

(た
だ
し
､
土
曜
日
､
日
曜
日
､
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休
日
及
び
12月
29

日
か
ら
１
月
３
日
ま
で
の
日
は
受
け
付
け
な
い
｡
)

８
給
与

初
任
給
は
､
135,100円

程
度
(平
成
15年

４
月
採
用
の
高
校
新
卒
者
の
場
合
)
で
あ
り
､
６

月
及
び
12月
に
期
末
・
勤
勉
手
当
､
10月
に
寒
冷
地
手
当
が
支
給
さ
れ
る
ほ
か
､
支
給
条
件
に
応

じ
て
扶
養
手
当
､
通
勤
手
当
､
住
居
手
当
等
が
支
給
さ
れ
る
｡
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受
験
申
込
方
法

郵
送
す
る

場
合

封
筒
の
表
に
｢採
用
選
考
試
験
申
込
｣
と
朱
書
し
､

当
人
事
委
員
会
事
務
局
ま
で
送
付
す
る
こ
と
｡
受
験
申

込
書
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
､
必
ず
顔
写
真
を
貼
り
､

受
験
票
に
は
住
所
・
氏
名
を
明
記
の
う
え
50円
切
手
を

貼
る
こ
と
｡

受
験
申
込
書
及
び
受
験
票
は
､
折
ら
ず
に
郵
送
す
る

こ
と
｡

受
験
票
の

交
付

受
験
票
は
10月
28日

(火
)
に
発
送
す
る
｡

な
お
､
受
験
票
が
11月
４
日
(火
)
ま
で
に
返
送
さ
れ
な
い
場
合
は
､

速
や
か
に
当
人
事
委
員
会
事
務
局
に
連
絡
す
る
こ
と
｡

試
験
開
示
請
求

で
き
る
者

開
示
内
容

開
示
受
付
期
間

開
示
場
所

第
１
次

試
験

第
１
次
試
験

不
合
格
者

第
１
次
試
験
の
順
位

及
び
総
合
得
点

合
格
発
表
の
日

か
ら
１
月
間

青
森
県

人
事
委
員
会
事
務
局

第
２
次

試
験

第
２
次
試
験

受
験
者

第
２
次
試
験
の
順
位
合
格
発
表
の
日

か
ら
１
月
間

青
森
市
新
町

二
丁
目
４
―
30

県
庁
舎
北
棟
５
階

〔
受
験
者
本
人
が
請
求
す
る
場
合
に
必
要
な
書
類
〕

受
験
票
又
は
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
(身
体
障
害
者
手
帳
､
運
転
免
許
証
､

学
生
証
､
旅
券
等
)

〔
受
験
者
の
法
定
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
に
必
要
な
書
類
〕

受
験
者
本
人
の
受
験
票
並
び
に
法
定
代
理
人
に
係
る
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書

類
(法
定
代
理
人
自
身
の
運
転
免
許
証
､
旅
券
等
)
及
び
受
験
者
の
法
定
代
理
人
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
書
類
(戸
籍
謄
本
又
は
抄
本
等
)



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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